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　埼玉県環境基本条例（平成６年１２月制定）は、環境保全分野
の基本法である環境基本法（平成５年１１月制定）との整合を図
りながら、本県における環境の保全及び創造に関する取組の基
本的な方向と枠組みを示したものです。
　この環境基本条例に基づき、平成８年３月に初めて埼玉県環
境基本計画を策定し、令和４年度から８年度までの５年間は、
第５次埼玉県環境基本計画として、施策等を掲げています。
　計画の実効性を担保するため、計画内で設定している数値目
標（指標）のうち、３つの数値目標について、令和７年３月に
見直しを行いました。

埼玉県環境行政の体系第１節

第１章 環境行政の総合的推進

「埼玉県環境基本条例（前文）」
　人は、豊かな自然の恵みの下に、その生命をはぐくみ、活力あ
る今日の社会を築いてきた。
　しかしながら、便利さや物質的な豊かさを求めて様々な資源や
エネルギーを大量に消費する社会経済活動は、自然の再生能力や
浄化能力を超えるような規模となり、その結果、すべての生物の
生存基盤である地球の環境を脅かすまでに至っている。
　武蔵野の雑木林や荒川の清流に代表される豊かな自然に恵まれ
た私たちの埼玉でも、人口の集中や産業の集積により、活発な社
会経済活動が展開される一方、多くの自然が失われ、都市・生活
型公害＊が拡大するとともに、廃棄物＊の問題が深刻化しつつある。
　もとより、私たちは、健康で文化的な生活を営む上で必要とさ
れる良好な環境を享受する権利を有するとともに、その環境を将
来の世代に引き継ぐべき責務を有している。
　私たちを取り巻く環境は、すべての生命をはぐくむ母胎であり、
大気、水、土壌及び様々な生物の微妙な均衡と循環の下に成り立
っている。私たちは、このことを深く認識し、健全で恵み豊かな
環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展すること
ができる循環型社会＊の構築を目指していかなければならない。
　私たちは、共に力を合わせて環境の保全及び創造を推進し、水
と緑の豊かな埼玉をつくるため、ここに、この条例を制定する。

環境分野の法令・計画の相関図

整合 整合

環 境 基 本 法環 境 基 本 法
【関連法】
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律
自然環境保全法　　　　　　　　　　等

埼玉県環境基本条例埼玉県環境基本条例
【関連条例】
埼玉県生活環境保全条例
埼玉県地球温暖化対策推進条例
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例
埼玉県自然環境保全条例　　　　　　等

埼玉県５か年計画埼玉県５か年計画

【関連計画等】
埼玉県土地利用基本計画
埼玉県農林水産業振興基本計画 等

埼玉県環境基本計画埼玉県環境基本計画

【法令に基づく分野別計画等】
埼玉県地球温暖化対策実行計画
埼玉県廃棄物処理基本計画
埼玉県広域緑地計画　　　　　　　　等

都市・生活型公害
ハイライト表示
大都市地域を中心とする自動車などからの排出ガスによる大気汚染、生活排水による河川の汚濁、近隣騒音等の公害のこと。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。

循環型社会
ハイライト表示
製品などが廃棄物になることを抑制し、それらが収集・廃棄されたときに有用なものを循環的に利用し、循環的利用ができないものは適正に処分して天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する社会をいう。
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　この計画の推進・管理については、事業の推進・調整、事
業の実施、事業の把握・評価、事業の改善というPDCAサイ
クル（Plan→Do→Check→Action）を実施しています。
　計画の進捗状況の評価は、埼玉県環境審議会に報告すると
ともに「環境の状況に関する年次報告書」により県議会に報
告しています。また、環境白書及び県のホームページを通じ
て、県民に広く情報の公開・周知を行っています。

第５次埼玉県環境基本計画体系図
長期的な目標 施策の方向

Ⅰ　温室効果ガス＊排出実質ゼロとする脱炭素社会＊、持続的
な資源利用を可能とする循環型社会づくり

１ 気候変動対策の推進
２ 資源の有効利用と廃棄物の適正処理の推進

Ⅱ　安心、安全な生活環境と生物の多様性が確保された自然
共生社会づくり

３ みどりの保全と創出
４ 生物多様性＊と生態系＊の保全
５ 恵み豊かな川との共生と水環境の保全
６ 安全な大気環境や身近な生活環境の保全

Ⅲ　あらゆる主体の参画による持続可能な社会構築のための
産業・地域・人づくり

７ 経済との好循環と環境科学・技術の振興
８ 地域資源の活用や交流・連携による地域づくり・人づくり

計画推進・管理システム

県議会

県環境
審議会

県　　民

計画管理（Check・Action）計画推進（Plan・Do）

自己評価、改善を踏まえ、事業実
施方法に反映

事業の推進・調整
評価を踏まえて目標達成に向け、
必要な見直し、改善

事業の改善

指標の達成状況を把握し、施策の
達成状況を評価

事業の把握・評価

指標の達成に向け、事業を実施

環境基本計画に基づく
事業の実施

意見・提言

報告・公表

年次報告書
環境白書
ホームページ

埼玉県環境基本計画の推進・管理システム第２節

温室効果ガス
ハイライト表示
太陽放射により暖められた地表面の熱が宇宙に逃げるとき、その一部を吸収して温室のように地球を暖める性質を持つ気体。地球温暖化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の7種類が温室効果ガスとして定義されている。大気中の濃度が増加することで地球の平均気温の上昇（地球温暖化）をもたらす。

脱炭素社会
ハイライト表示
人為的な発生源による温室効果ガスの排出量と森林等の吸収源による吸収量との均衡（実質的な排出量ゼロ）が達成された社会。

生物多様性
ハイライト表示
生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。生物多様性条約では、生物多様性を「全ての生き物の間に違いがあること」と定義し、生態系の多様性、種間（種）の多様性、種内（遺伝子）の多様性という3つのレベルでの多様性があるとしている。

生態系
ハイライト表示
植物、動物などの生物とそれらを取り巻く大気、水、土などの無機的な環境を総合した系（システム）。生態系は動物・植物の再生産や、水や大気を循環させる仕組みを持っており、人間は食料・水・木材など様々な恩恵を受けている。




